
JP 2016-122615 A 2016.7.7

10

(57)【要約】
【課題】湿泥中に存在する微生物を利用して発電する微
生物燃料電池を提供する。
【解決手段】アノード電極と前記アノード電極に電気的
に接続されるカソード電極とを備える微生物燃料電池で
あって、前記アノード電極が有機物を分解して電子を産
生する微生物を含む湿泥の内部に配置され、前記湿泥に
含まれる微生物によって産生された電子をアノード電極
で回収することにより発電する微生物燃料電池。当該微
生物燃料電池は、湿泥中の有機物を当該湿泥に含まれる
微生物が分解することで発生する電子を外部回路に取り
出すことによって発電することができる、いわゆる「泥
の電池」として使用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アノード電極と前記アノード電極に電気的に接続されるカソード電極とを備える微生物
燃料電池であって、前記アノード電極が有機物を分解して電子を産生する微生物を含む湿
泥の内部に配置され、前記湿泥に含まれる微生物によって産生された電子をアノード電極
で回収し、当該電子によりカソード電極において酸素を還元することによって発電するこ
とを特徴とする微生物燃料電池。
【請求項２】
　前記カソード電極が前記湿泥の外部の酸素含有雰囲気に配置されていることを特徴とす
る請求項１に記載の微生物燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微生物を利用して発電する微生物燃料電池に関する。特に湿泥中に存在する
微生物を利用して発電する微生物燃料電池に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　微生物燃料電池は、生物分解性基質で利用できるエネルギーの一部を電気へと変換する
ために微生物を触媒様に使用する燃料電池である。微生物燃料電池として、一方の電極（
アノード電極）に有機物を分解して発生した電子を利用して、他方の電極（カソード電極
）で酸素を還元することにより発電を行う燃料電池であり、微生物の有機物分解の代謝反
応から電子を外部回路に取り出すことにより、微生物を触媒とした有機物の化学エネルギ
ーから電気エネルギーを取り出すことができる。
【０００３】
　従来より、微生物燃料電池として、微生物を担持したアノード電極を使用した燃料電池
（例えば、特許文献１参照）、有機物を分解する微生物を収容する第１の槽と、プロトン
透過膜を介して該第１の槽に隣接する第２の槽とを備え、各槽には電極が配設された構成
の燃料電池（例えば、特許文献２，３参照）等が報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２３９２９２号公報
【特許文献２】特開２０１２－１４２２５０号公報
【特許文献３】特開２０１３－８４５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の微生物電池は、いずれの構造もアノード（酸化反応極）槽は嫌気的雰囲気を保つ
ために、不活性ガスをパージして嫌気雰囲気下にする必要がある。また、アノード槽に酸
素混入時には出力が低下する問題があった。また、高出力を得るために電極に特定の電流
発生菌（代表的な菌としてシュワネラ属やジオバクター属）を固定化したり、発電に適し
た状態とするために、燃料となる有機物を含む原料に水分を添加して懸濁液化することな
どが必要なため、高コスト化しているのが実状である。
【０００６】
　一方、高い出力を必要としない用途（例えば、有機物処理を兼ねた発電）も存在するた
め、装置構成がシンプルで低コストである微生物電池が望まれていた。
　かかる状況下、本発明の目的は、湿泥中に存在する微生物を利用して発電する微生物燃
料電池を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、下記の発明が上記目的に合
致することを見出し、本発明に至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、以下の発明に係るものである。
　＜１＞　アノード電極と前記アノード電極に電気的に接続されるカソード電極とを備え
る微生物燃料電池であって、前記アノード電極が有機物を分解して電子を産生する微生物
を含む湿泥の内部に配置され、前記湿泥に含まれる微生物によって産生された電子をアノ
ード電極で回収し、当該電子によりカソード電極において酸素を還元することによって発
電する微生物燃料電池。
　＜２＞　前記カソード電極が前記湿泥の外部の酸素含有雰囲気に配置されている前記＜
１＞に記載の微生物燃料電池。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の微生物燃料電池によれば、湿泥中の有機物を当該湿泥に含まれる微生物が分解
することで発生する電子を外部回路に取り出すことによって発電することができる。また
、それと同時に嫌気的な泥中の汚れを好気的分解と同じ仕組みで微生物により分解し浄化
を促進することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の微生物燃料電池の概念図である。
【図２】本発明の微生物燃料電池に使用できる電極の一例の製造方法を示す図である。
【図３】本発明の微生物燃料電池の好適な実施形態の一例を示す概念図である。
【図４】有明海干潟で採取した湿泥を用いた発電結果である。
【図５】有明海干潟での発電試験（発電量）の結果である。
【図６】有明海干潟での発電試験（経時変化）の結果である。
【図７】インドネシア・スラバヤ市近郊の干潟での発電結果である。
【図８】各種の湿泥を用いた発電試験の結果である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明について例示物等を示して詳細に説明するが、本発明は以下の例示物等に
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において任意に変更して実施で
きる。
【００１２】
　本発明の微生物燃料電池は、アノード電極と前記アノード電極に電気的に接続されるカ
ソード電極とを備える微生物燃料電池であって、前記アノード電極が有機物を分解して電
子を産生する微生物を含む湿泥の内部に配置され、前記湿泥に含まれる微生物によって産
生された電子をアノード電極で回収し、当該電子によりカソード電極において酸素を還元
することによって発電する微生物燃料電池である。図１に本発明の微生物電池の概念図を
示す。
【００１３】
　微生物のエネルギー獲得のための代謝反応は、電子供与体から電子受容体への電子の流
れを伴う多数の酸化還元反応で構成されている。微生物の有機物分解の代謝反応から電子
を外部回路に取り出すことにより、微生物を触媒とした有機物の化学エネルギーから電気
エネルギーを取り出すことができる。
　本発明の微生物燃料電池の特徴は、もともと湿泥に含まれる微生物を触媒として利用し
、かつ、湿泥に含まれる有機物を燃料として利用することにある。すなわち、従来の微生
物燃料電池と異なり、アノード電極に微生物を固定化したり、燃料である有機物を供給す
る必要がない。
　本発明の微生物燃料電池は、対象なる湿泥の内部にアノード電極を配置し、アノード電
極に電気的に接続されるカソード電極を酸化性雰囲気下に配置するというシンプルな構成
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で発電することができるため、低コストな発電システムとして使用できる。
　また、湿泥は酸素透過性が低く、その内部は必然的に嫌気的な雰囲気にあるため、アノ
ード電極の雰囲気を人工的に嫌気的に変える必要性がない。
【００１４】
　本発明の微生物燃料電池では、もともと湿泥に含まれる微生物が、好気性微生物による
有機物の酸化分解と同じような仕組みで、嫌気的環境において有機物を分解することを可
能にすると推測される。
　好気性微生物が酸素を必要とするのは、人間が酸素を必要とする理由と同じであり、有
機物の酸化によりエネルギーを獲得する際に発生した電子を、酸素の還元に使って消費す
る必要があるためである。すなわち、代謝で発生した電子を体外へ破棄できる環境を整え
てあげると、好気的微生物と嫌気的微生物との共生によって泥中の有機物の分解を促進で
きることになる。
　本発明の微生物燃料電池は、1)微生物が有機物を酸化分解し、2）酸化過程で発生した
電子をアノード電極で回収し、3) その電子を酸素が存在する環境に配置されたカソード
電極まで導き、4) そこで酸素を還元して電子を消費するものである。このようにして、
発電と湿泥の浄化を同時に進行させることができる。
【００１５】
　微生物は、栄養源がある至る所に生息している。低温・高温、高圧・低圧、酸性・アル
カリ性などの厳しい条件をクリヤーして生息する微生物がおり、環境適応能力に優れる。
湿泥の場合、その湿泥の環境に適した微生物が、泥から栄養源を得て生息している。
　本発明の微生物燃料電池は、微生物の有機物分解の代謝反応から電子を外部回路に取り
出すことにより、微生物を触媒とした有機物の化学エネルギーから電気エネルギーを取り
出すことができる。更に同時に、嫌気的な泥中の汚れを好気的仕組みと同様にして微生物
で分解し浄化を促進することも可能である。
【００１６】
　本発明における「湿泥」は、イオン伝導性を有する程度の水分を含む泥であって、かつ
、微生物にとって栄養分となる有機物を含むものを意味する。すなわち、「湿泥」であっ
ても、滅菌され、微生物が存在しないものは、本発明における「湿泥」からは除外される
。
【００１７】
　本発明の微生物燃料電池は、湿泥の状態を制御する必要がなく、従来の微生物燃料電池
のように密閉型セル構造を必要としないため、オープンセル型の電池とすることができる
。そのため、本発明の微生物燃料電池は、汚泥処理施設に限定されずに、屋外の泥（家畜
排泄物、水産養殖場の汚泥堆積物、干潟、河川敷の汚泥、ダム底の汚泥）にも適応可能で
ある。
　また、本発明の微生物燃料電池は、アノード電極とカソード電極といった最小限の構成
でよいため、低コストでの発電と浄化が可能である。湿泥の状態によって発電量は異なる
が、どのようなタイプの湿泥でも原則的に発電可能である。
【００１８】
　本発明の微生物燃料電池では、アノード電極を配置する湿泥中に生息する細胞外電子伝
達能を有する微生物がそのままの状態で使用される。すなわち、もともと湿泥に生息して
いる微生物を微生物燃料電池の触媒として用いるため、微生物のコストも不要である。
　使用される湿泥中の微生物は、有機物を分解し電子をアノード電極に直接的にもしくは
間接的に放出する細胞外電子伝達能を有する微生物であればよく、偏性嫌気性菌、通性嫌
気性菌、微好気性細菌、耐酸素性細菌のいずれもが使用可能である。
【００１９】
　以下、本発明の微生物燃料電池におけるアノード電極、カソード電極について、詳細に
説明する。なお、アノード電極とカソード電極の区別をする必要がない場合には、これら
を併せて「電極」と称す場合がある。
【００２０】
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　アノード電極としては、従来公知の微生物燃料電池におけるアノード電極と同様のもの
が原則使用可能である。
　一方で、アノード電極は、有機物を分解して電子を産生する微生物を含む湿泥の内部に
配置され、微生物による有機物の分解により発生する電子を回収する。そのため、アノー
ド電極には、電子伝導性と共に、湿泥の内部の環境における耐久性があることが求められ
る。そのため、アノード電極を埋設する湿泥の環境、目的とする発電出力、発電期間、電
極のコストなどを考慮して、適宜好適な電極を選択すればよい。
【００２１】
　アノード電極として、例えば、カーボン系電極、白金、チタンの非腐食性金属等を使用
することができる。高効率に微生物による有機物の分解により発生する電子を回収できる
ように単位重量あたりの表面積が大きい電極であることが好ましい。
　アノード電極として基材電極に、導電性微粒子を担持したものであってもよく、導電性
微粒子を有することにより、微生物からアノード電極へ電子を伝達することを促進するこ
とができる。
【００２２】
　図２にアノード電極として好適な一例となる電極の製造方法を示す。当該アノード電極
は、耐腐食性の高いチタンを集電基材電極とし、これに多孔質カーボン粉末を加圧加熱に
より固定化して電極としたものである。加圧加熱により固定化されたカーボンベースの電
極は、電子伝導性が高く、表面積が大きいため、電極性能に優れる。また、当該電極を構
成するチタンとカーボンは化学的安定性に優れるため、湿泥の環境下においても溶出する
ことがなく、環境負荷も小さい。また、カーボンは微生物との親和性も高いという利点も
ある。
【００２３】
　なお、上述のとおり、本発明の微生物燃料電池は、もともと湿泥に含まれる微生物を利
用して、湿泥に含まれる有機物を微生物が分解により発生する電子をアノード電極で回収
して発電するものであり、微生物を固定化していない非修飾の電極を使用できることに特
徴のひとつがあるが、より電極の機能性（例えば、出力や耐久性）を高めるために修飾電
極を使用してもよい。
　このような修飾電極として、例えば、湿泥に含まれる微生物と異なる微生物を固定化し
た電極、メディエーターを固定化した電極等が挙げられる。
【００２４】
　湿泥中において、アノード電極を配置する位置は、原理的にはカソード電極との電位差
が発生すればよく、カソード電極が配置される雰囲気より酸素濃度が低い環境であればよ
い。但し、単一電池構造（アノード電極とカソード電極の１組のペア）の実用的な電圧（
例えば、～０．５Ｖ）を得るためには、アノード電極は嫌気的雰囲気であることが必要で
ある。泥中は酸素が透過しにくく、また湿泥の表面層近傍の微生物によって酸素が消費さ
れる。そのため、湿泥の数ｃｍ下は酸素が届かなく、実質的な嫌気的雰囲気である。湿泥
の状態にもよるが、実質的な嫌気的雰囲気となるのは、通常、５ｃｍ程度である。
　また、そのままでは酸素が拡散して嫌気的雰囲気となっていない深さであっても、不活
性ガスでバブリングしたり、湿泥の表面に酸素非透過のフィルムを貼付したりすることに
より、酸素濃度を低減させれば、実用的な電圧（例えば、～０．５Ｖ）での発電は可能で
ある。
　また、干潟などの泥砂によって電極が研磨される場合は、アノード電極の周りを円柱状
のもので仕切りを設置することで、横側の泥砂の動きを抑制し、アノード電極の研磨を抑
制することが可能である。
【００２５】
　カソード電極は、アノード電極と電気的に接続され、アノード電極から外部回路を介し
て供給された電子により、酸素を還元して水を生成する。カソード電極は酸素が存在する
溶液中もしくは気液界面に配置される。
　カソード電極として、例えば、カーボン系電極、白金、チタンの非腐食性金属等を使用
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することができる。高効率に微生物による有機物の分解により発生する電子を回収できる
ように単位重量あたりの電極表面積が大きい電極であることが好ましい。
　酸素還元の反応場を多くするため、カソード電極は高面積の電極であることが好ましい
。また、酸素還元の触媒活性を高めるために、金属触媒微粒子（例えば、白金微粒子やパ
ラジウム微粒子）が担持された電極が好適な電極のひとつとして挙げられる。
【００２６】
　本発明の微生物燃料電池の好適な態様のひとつは、カソード電極が前記湿泥の外部の酸
素含有雰囲気に配置されている構成である。その代表的な構成は、図１に示すようにアノ
ード電極を湿泥内部に配置し、カソード電極を湿泥表面に接するように配置する構成であ
る。このように、アノード電極、カソード電極及び両電極を接続する導線という非常にシ
ンプルな構成で、湿泥中の有機物を分解して、湿泥を浄化しつつ、発電を行うことができ
る。
【００２７】
　また、本発明の微生物燃料電池において、より効率的に発電を行う場合には、アノード
電極とカソード電極における酸素濃度差を大きくし、抵抗を低減させるためにアノード電
極とカソード電極の距離を短くする構成を採用することが好ましい。
【００２８】
　このような構成を有する本発明の微生物燃料電池の一態様として、図３に模式図を示す
セル構成を有する微生物燃料電池が挙げられる。
　図３に示す微生物燃料電池は、アノード電極とカソード電極以外に、アノード電極、カ
ソード電極の接触を防ぐ隔膜（セパレータ）と、ガス非透過性の二重チューブ状容器から
構成される。二重チューブ状容器のうち、内側のチューブ状容器には電解質溶液（例えば
、ＮａＣｌ溶液）が蓄えられ、その中にカソード電極が配置される。また、外側のチュー
ブ状容器には不活性ガスが流通できるように設計されており、必要に応じて不活性ガスを
供給できる構成である。
【００２９】
　図３において、アノード電極とカソード電極とはセパレータを介して、アノード電極は
湿泥中に配置され、カソード電極は容器内の電解質溶液（ＮａＣｌ溶液）中に配置される
。セパレータは、カチオン交換膜等のプロトン（Ｈ+）を選択的に透過するように構成さ
れ、例えば、水素燃料電池などのセパレータとして用いられるナフィオン膜などが挙げら
れる。また多少の酸素透過性の膜であっても速いプロトン移動が期待できるアラミド不織
紙や和紙なども挙げられる。より電気抵抗を減らすためには、アノード電極とカソード電
極とをセパレータに接するように配置することが好ましい。
　図３に示すようにカソード電極が配置される内側のチューブ状容器は開放されており、
空気中の酸素が溶存して供給される。なお、電解質溶液にはバブリングにより強制的に酸
素供給してもよい。
【００３０】
　また、上述のように外側のチューブ状容器には不活性ガスが流通できるように設計され
ており、湿泥表面から湿泥内部へ酸素が供給することを防ぐことができる。そのため、そ
のままでは湿泥表面から酸素が拡散して嫌気的雰囲気ならない湿泥の深さ（例えば、５ｃ
ｍ未満）にアノード電極を配置した場合であっても、不活性ガスが流通により嫌気性雰囲
気とすることができるので、実用的な電圧（例えば、～０．５Ｖ）での発電が可能となる
。
【００３１】
　以上、今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。特に、今回開示された実施形態において、明示的に開示されていな
い事項、例えば、運転条件や操業条件、各種パラメータ、構成物の寸法、重量、体積など
は、当業者が通常実施する範囲を逸脱するものではなく、当業者であれば、容易に想定す
ることが可能な値を採用している。
【００３２】
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　本発明の微生物燃料電池は、例えば以下に用いることもできる。
（１）下水汚泥処理：下水汚泥処理に必要とされる電力の補助電源
（２）環境モニター：土壌の状態によって発電量が変化することを利用した環境センサ。
自立発電型であるため、発電した電気を無線送信機の電源に使用できて広域の環境を自動
でモニターできる。
（３）ヘドロの浄化促進と発電：川底やダム底や養殖池底、海底などのヘドロ底にアノー
ド電極を設置することで、酸素が届かなくて分解が促進されない泥中の有機沈殿物を分解
し、なおかつ電力を得る。
（４）メタン発酵後の汚泥からの発電：メタン発酵後の汚泥からでも、さらに発電が可能
であることを確認している。
（５）土壌改質：栄養過多の土壌に設置することで、酸素が届きにくい泥中の過多の栄養
分の除去を促進する。
（６）ロボットの電源：小型ロボットの動力源として用いる。
【実施例】
【００３３】
　以下に実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。
【００３４】
（実施例１）
　有明海干潟の湿泥５ｍＬ程度を５０ｍＬのサンプル瓶に採取し、図３に準じる構成を有
する微生物燃料電池セルを使用して発電試験を行った。なお、アノード電極を埋設した深
さは１ｃｍ、測定温度は２０℃である。発電結果を図４に示す。最大電圧は０．３２Ｖで
あり、見かけの電極面積１ｍ2あたりに換算した最大電力は約６００ｍＷであった。
【００３５】
　使用したアノード電極、カソード電極及びセパレータは以下の通りである。
（アノード電極）
　多孔質炭素としてのケッチンブラック（１３００ｍ2/ｇ）を０．０５ｇならびにバイン
ダーとしての１．５ｇのポリビニリデンフロライドを３０ｍＬのＮ-メチル-２-ピロリジ
ノンに分散して作製したカーボンペーストを、１０ｍｍ×１０ｍｍのチタンメッシュ（１
００メッシュ/インチ、厚さ０．１ｍｍ）の両面に塗布後、図２に示す方法で電極とした
。塗布後のチタンメッシュの重量を除いた乾燥重量は５～８ｍｇであった。
（カソード電極）
　カソード電極もアノード電極と同じように作製した。
　（セパレータ）
　アラミド不織紙を用いた。
【００３６】
（比較例）
　加熱滅菌処理（９０℃を２回）を施した湿泥を用いて、上記実施例と同一の電極配置、
同一の条件で発電を試みたところ、全く発電しなかった。
　実施例の湿泥には、特別の微生物を添加していないため、本発明の微生物燃料電池にお
ける発電には、採取した湿泥にもともと生息している微生物が触媒として機能しているこ
とが確認された。
【００３７】
（実施例２）
　有明海干潟に以下のアノード電極、カソード電極を設置して、オープンセル型の発電試
験をおこなった。結果を図５に示す。なお、アノード電極は、干潟泥表面から２５ｃｍの
深さに設置し、測定の間、そのままの状態とした。また、泥砂によりアノード電極が研磨
されることによる劣化を防ぐために、直径３０ｃｍ程度の円柱状プラスチック（上下の空
いている状態）でアノード電極周辺を囲った（図５、「囲い有」）。また、囲いがない場
合についても測定した（図５、「囲い無」）。カソード電極は、測定の都度（約２週間に
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一度の測定）、干潟上の海水に設置した。
　図５の測定時は、気温は２５℃であった。最大電圧は約０．３５Ｖであり、見かけの電
極面積１ｍ2あたりに換算した最大電力は３５０～５００ｍＷであった。
　また、図６は２０１３年８月からの電力の経時変化を外気温ならびに干潟泥温度、前日
の天気と合わせて示した。なお、測定結果はアノード電極の囲いをつけた場合である。外
気温と泥温度が低下すると発電量も低下する傾向を示したものの、年間を通じて発電する
ことが確かめられた。しかしながら、それ以外の発電に影響を及ぼす要因もあることが解
った。
【００３８】
　使用したアノード電極、カソード電極は以下の通りである。なお、セパレータは使用し
なかった。
（アノード電極）
　多孔質炭素としてのケッチンブラック（１３００ｍ2/ｇ）を０．０５ｇならびにバイン
ダーとしての１．５ｇのポリビニリデンフロライドを３０ｍＬのＮ-メチル-２-ピロリジ
ノンに分散して作製したカーボンペーストを、２５ｍｍ×１００ｍｍのチタンメッシュ（
１００メッシュ/インチ、厚さ０．１ｍｍ）の両面に塗布後、図２に示す方法で電極とし
たものである。塗布後のチタンメッシュの重量を除いた乾燥重量は０．１３～０．２０ｇ
であった。
（カソード電極）
　カソード電極もアノード電極と同じように作製した。
【００３９】
（実施例３）
　インドネシア・スラバヤ市近郊の干潟に以下のアノード電極、カソード電極を設置して
、オープンセル型の発電試験をおこなった。結果を図７に示す。なお、アノード電極は、
泥表面から２５ｃｍの深さに設置した。カソード電極は、干潟上の海水に設置した。気温
は２９～３１℃であった。最大電圧は０．３Ｖ前後であり、見かけの電極面積１ｍ2あた
りに換算した最大電力は約６００ｍＷであった。有明海干潟での測定結果と同等の発電が
得られることが解った。
【００４０】
　使用したアノード電極、カソード電極は以下の通りである。なお、セパレータは使用し
なかった。
（アノード電極）
　多孔質炭素としてのケッチンブラック（１３００ｍ2/ｇ）を０．０５ｇならびにバイン
ダーとしての１．５ｇのポリビニリデンフロライドを３０ｍＬのＮ-メチル-２-ピロリジ
ノンに分散して作製したカーボンペーストを、２５ｍｍ×１００ｍｍのチタンメッシュ（
１００メッシュ/インチ、厚さ０．１ｍｍ）の両面に塗布後、図２に示す方法で電極とし
たものである。塗布後のチタンメッシュの重量を除いた乾燥重量は０．１３～０．２０ｇ
であった。
　（カソード電極）
　カソード電極もアノード電極と同じように作製した。
【００４１】
（実施例４）
　干潟の湿泥以外のモデル湿泥を用い、図３に準じる構成を有する微生物燃料電池セルを
使用して発電試験を行った。結果を図８に示す。モデル湿泥として、土や動物の排泄物な
どについても水を加えて泥状で使用した。なお、アノード電極を埋設した深さは、１ｃｍ
、測定温度は１５～２０℃である。図８の結果からも解るように、有機物が多量に含まれ
ており微生物が多く生息している泥がより高い発電を示した。このことは、本発明の微生
物燃料電池が泥の汚染度を測定する環境測定への応用が可能であることを示す。
【００４２】
　使用したアノード電極、カソード電極及びセパレータは以下の通りである。
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（アノード電極）
　多孔質炭素としてのケッチンブラック（１３００ｍ2/ｇ）を０．０５ｇならびにバイン
ダーとしての１．５ｇのポリビニリデンフロライドを３０ｍＬのＮ-メチル-２-ピロリジ
ノンに分散して作製したカーボンペーストを、１０ｍｍ×１０ｍｍのチタンメッシュ（１
００メッシュ/インチ、厚さ０．１ｍｍ）の両面に塗布後、図２に示す方法で電極とした
。塗布後のチタンメッシュの重量を除いた乾燥重量は５～８ｍｇであった。
（カソード電極）
　カソード電極もアノード電極と同じように作製した。
　（セパレータ）
　アラミド不織紙を用いた
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明の微生物燃料電池は、微生物固定化電極を使用せずとも、湿泥中に存在する微生
物を利用して発電することができるので、低コストの発電デバイスであり、例えば、水処
理・環境分野（工場廃水、下水汚泥、川底やダム底の汚泥、養殖池底や海底の汚泥、広域
環境測定、家畜排泄物の処理、途上国での汚泥処理、バイオマス、地中から吹き出した湿
泥）、農業分野（土壌改質）、ロボット分野（エネルギー源）等への応用が期待できる。

【図１】 【図２】
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【図８】
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